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地域包括支援課
（地域包括支援センター）

（25）8150
（25）5490

　現在、国民健康保険・国民年金に加入されてい
る方が、就職などで新たに社会保険等に加入され
た場合や、退職などで社会保険等の資格を喪失し、
国民健康保険・国民年金に加入される場合は、手
続きが必要です。
　下記の書類をご準備のうえ、市役所保険年金課
または各支所でお早めに手続きをお願いします。
○社会保険等に加入された場合

・現在お持ちの国保の被保険者証
・新加入の社会保険等の被保険者証（家族全員分）
・印鑑・本人確認書類（免許証等）
・個人番号カードまたは通知カード

○国保に加入される場合
・退職証明書　社会保険資格喪失証明書等

　　（市のホームページから様式をダウンロードできます。）
・印鑑　・本人確認書類（免許証等）
・個人番号カードまたは通知カード

平成 29 年度
国民年金保険料額

　月額１６，４９０円
（平成 28 年度から２３０円引上げ）

平成２９年度  国民年金保険料が
変わります！

保険年金課　 （25）8137

６か月
前納

口座振替 　９７，８２０円

現金納付 　９８，１４０円

期　間 平成 29 年４月～９月分、
平成 29 年 10 月～平成 30 年３月分

１年
前納

口座振替 １９３，７３０円

現金納付 １９４，３７０円

期　間 平成 29 年４月～平成 30 年３月分

２年
前納

口座振替 ３７８，３２０円

現金納付 ３７９，５６０円

期　間 平成 29 年４月～平成 31 年３月分
※平成 30 年度の保険料は月額16,340 円

1,120 円の割引

800 円の割引

3,510 円の割引
4,150 円の割引

15,640 円の割引

14,400 円の割引

就職・退職に伴う

健康保険・年金の手続きは

お済みですか？

問高島市民病院　☎（36）0220（代）

　当院の産婦人科につきましては、昨年末頃か
ら様々な憶測や噂が生じていた中で、市民の皆
様方に多大なご心配とご心労をおかけしました
こと、また丁寧な説明が遅れましたことを深く
お詫び申し上げます。
　当院の産婦人科医師の定年が近づく中、持続
的な産婦人科診療の構築は当院の大きな課題の
一つでした。そのような状況に対し滋賀医科大
学産婦人科教室から深いご理解をいただき平成
27 年４月付けで後期研修医派遣のご英断をい
ただき、一旦は当院の産婦人科は常勤医師２人、
非常勤医師１人の３人体制になったことは周知
のことと思います。しかしその後、紆余曲折が
あり、昨年７月に後期研修医が退職し、残る１
人の常勤医師も昨年 10 月末に本年３月末での
退職を表明する事態となり、当院の産婦人科は
診療閉鎖の危機に陥った次第です。
　１年間の診療閉鎖は不可避と予想する事態で
したが、２月末に望外の喜びとして滋賀医科大
学産婦人科教室から常勤医師１人と非常勤医師
派遣の吉報をいただくことができました。ここ
に同教室に対し心からの感謝を申し上げる次第
です。ただ、来年４月からフル診療となるまで
の応急的医師派遣となりますので、外来・入院
ともに症例数を抑えながらの診療となります。
　以上の報告をもって市民の皆様方にはお詫び
と共に当院産婦人科診療に対し、ご理解とご支
援をお願い申し上げる次第です。

高島市民病院　病院長　髙山博史

　「原因不明の症状」や「受診する診療科が分
からない」など、何科を受診したら良いか困っ
たことはありませんか？
　これらの悩み（初期診療）に対応するため、
４月から新たに総合診療科を開設します。総合
診療科は、必要に応じて各専門診療科につなぐ
ことにより患者様の負担の軽減を図ります。

【担当医師】
　伊東 正文・中坊 麻利・倉田 佳彦

産婦人科　診療継続します！

総合診療科　開設します！
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